
令和５年度大分県障がい者虐待防止・権利擁護研修開催要領 

 
１ 目  的 

 ・障がい者虐待防止及び権利擁護に関する基礎的な知識の習得 
 ・研修受講者が実施する復命研修による障がい者虐待防止体制の強化 
 
２ 日時及び会場 

  （1）講義部分 

     講義については、演習部分受講日までに厚生労働省より公開の講義動画（共通講義、施 

設従事者コース講義の両方）及び「虐待対応状況調査結果について」を視聴してください。 

     講義動画視聴後、アンケートを記入していただきます。アンケート用紙につきましては、

受講者に後日送付します。 

     なお、演習日当日はアンケート用紙を記入の上、会場に持参してください。研修にて使

用します。 

 

 共通講義ＵＲＬ、施設従事者コース講義ＵＲＬ： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03k

enshyu_00017.html 

 上記ＵＲＬ内の「講義資料・動画」の「共通講義」及び「管理者・虐待防止責任者コース（施設

従事者コース）」の両方を受講してください。 

「虐待対応状況調査結果について」 

後日、受講者へＵＲＬを送付します。 

 

  （2）演習部分 

     演習については、対面により実施します。 

① 【第 1 組】令和５年１２月１１日（月）  
② 【第 2 組】令和６年 １月２４日（水） 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2 組に分けて行います。（組の振り分けは

大分県で行います。希望日の指定はできません。） 
 
会場：大分県教育会館 ２０１研修室（大分市下郡４９６－３８） 

 
   
 
 
 



３ 対 象 者  

   ・相談支援事業所職員 
・障がい者福祉施設等の職員 

 
４ 定  員 

１２０名程度（第１組６０名、第２組６０名程度） 
 各法人３名までの参加とする。 

 
５ 受 講 料 

  無 料 
 
６ プログラム 

  別添プログラムのとおり 
 

【受講のご案内】 

 

（１）受講申込み 

  申込期間  令和５年１１月２０日（月）から令和５年１１月２７日（月）まで 
 
  申込方法  大分県電子申請システム 
  申し込みURL：https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys/0585874245711381959 
 
  注 意 点  ・１法人から３名までの申込みとします。 

・当日発熱、風邪症状がある方は受講をご遠慮ください。 
 

  
（２）受講決定 

  受講決定についてはメールでお知らせします。申し込みの際に入力したアドレス宛にお送りし

ますので、アドレスのお間違えのないよう、お願いします。 

 受講希望者が多数の場合は、申込順で受講者を決定します。 
  

 
（３）その他 

昼食は研修室内で取っていただくことは可能ですが、ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。 
 


